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第１ はじめに 

 

近年、社会情勢や人々の意識、野生鳥獣の生息状況などに変化が生じ、野生鳥獣の保

護管理分野では生物多様性※1 の保全とそのための科学的保護管理という考え方が主流と

なりつつあり、傷病鳥獣救護については、これまでの愛護思想に基づく救護を軸に鳥獣

保護思想の普及を図るという位置づけに見直しが求められています。 
このような背景から国では、平成 28 年 10 月に全部改正した「鳥獣の保護及び管理を
図るための事業を実施するための基本的な指針（平成 28年環境省告示第 100号。以下「指
針」という。）」の中で、傷病鳥獣救護について、生物多様性の保全への貢献に重点を置

いて対応を検討することとされ、鳥獣保護センターについては、科学的、計画的な鳥獣

保護及び管理の総合的な拠点として位置づけ、既存施設の強化又は新たな施設整備等に

努めることとされました。 
県では、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づき平成 29年 3

月に策定した「第 12次鳥獣保護管理事業計画（平成 29～2021年度）」において、岩手県
鳥獣保護センター（以下「センター」という。）を幼傷病鳥獣救護の拠点として位置づけ、

応急治療を中心とした一次救護を行う県内の指定獣医師と連携しながら、治療から機能

訓練、野生復帰訓練までの二次救護のほか、野生鳥獣保護等に関する普及啓発及び情報

発信、大学・動物園等の研究・教育・展示等への協力を行っていくこととしていますが、

現状施設には課題も多く、これらの課題解決と指針を踏まえた機能強化を図る必要があ

りました。 
このため、センターの機能・役割が効果的に発揮できるよう助言することを目的とし

て設置され、有識者を構成員とする「岩手県鳥獣保護センター運営委員会」において、

現状の課題を整理し、今後のあり方について検討を重ね、平成 30年６月に「岩手県鳥獣
保護センターのあり方について」を取りまとめました。 
この整備基本構想は、あり方を基に、傷病鳥獣の救護や環境教育を通じ、生物多様性

の保全に貢献できる県内唯一の施設としての機能を果たすために、センターの今後の整

備の基本的な考え方等の必要な事項を取りまとめたものです。 
 

※1 地球上のさまざまな環境に適応した、個性を持った特有の生きものがいること。そしてそれぞ

れがさまざまな相互の作用によってつながり合っていることを「生物多様性」と呼び、“生命の

豊かさ”を包括的に表す概念です［1］。 
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第２ 鳥獣保護センター整備の必要性と基本的な考え方 

  

 １ 現在の鳥獣保護センターの概要 

 ① 設置目的 
県民共有の貴重な財産であり、自然環境を構成する重要な要素である野生鳥獣の

保護のため、幼傷病野生鳥獣の救護を通じて生物多様性や地域個体群の保全に貢献

するとともに、自然保護に関する県民学習や広報の場として設置。 

 

② 職員体制 
    非常勤職員（獣医師）：２名（曜日による交代制勤務） 

期限付臨時職員（獣医師の補助、施設管理）：１名 

 
③ 施設概要等 

    所 在 地：滝沢市砂込 390-29 

開所時間：午前 8時 30 分から午後 5時 15 分まで（年末年始を除き無休） 

敷地面積：41,089ｍ２（東京ドーム約１個分） 

 

  ④ 施設詳細等 

区 分 施 設 詳 細 

管理棟 診療室、レントゲン室、事務室 

研修・療養棟 研修室、ボランティア室、療養室 

飼育舎 飼養育舎（猛禽類）2棟、飼養育舎（その他）2棟、 

飼養育舎（獣類）1棟、放飼舎 1棟、訓練舎 1棟、シカ舎 1棟 

カモシカ舎 1棟、ヤマドリ種鳥舎 1棟、保護訓練舎 1棟 

屋外訓練ケージ 大型猛禽類飛翔訓練用 

その他 飼料倉庫 1棟、車庫 1棟、機械庫 1棟 

 

 ⑤ 施設設置の経緯等 

昭和 40年（1965年） キジの放鳥を目的に、岩手県キジ養殖場として開設 
昭和 46年（1971年） 本県で開催された第 25回愛鳥週間「全国野鳥保護のつど

い」の開催を機に、幼傷病野生鳥獣の救護を目的に「岩手

県鳥獣保護センター」と改称 
昭和 52年（1977年） ヤマドリの繁殖を開始 
平成 13年（2000年） 管理棟・飼育棟（猛禽類飼育舎）・X線装置等を整備（改

築） 
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平成 22年（2010年） キジ・ヤマドリの養殖を廃止 
 

⑥ 救護体制等 
県民の通報を受け、広域振興局職員が傷病鳥獣を回収し、センターへ搬送する。た

だし、何らかの事情によりセンターでの受入が困難な場合は、指定獣医師（一般社

団法人岩手県獣医師会と幼傷病野生鳥獣応急治療業務委託を締結）が応急治療を実

施した後、継続治療やリハビリ、終生飼養についてはセンターが実施する。 

平成 29 年度はハクチョウやフクロウ等の鳥類 65 羽、コウモリ、ニホンカモシカ等

の獣類 7頭がセンターへ搬入された。 

 
⑦ 救護件数の推移 

  

 

 

 

 

 

 
 
⑧ 施設配置図（施設の記載年度は整備時期） 
 
 
 

 
 

※ 現状の救護件数、センター施設整備の経緯は「資料１」を参照 
  

  
  

H25 H26 H27 H28 H29 
鳥類 獣類 鳥類 獣類 鳥類 獣類 鳥類 獣類 鳥類 獣類

 振興局 193 175 118 56 144 21 109 12 89 18 
  (指定獣医師等） (11) (5) (24) (5) (18) (4) (19) (5) (19) (5)
 鳥獣保護センター 146 37 68 13 87 23 95 8 65 7 

計 551 255 275 224 179 
※一定数以上有害捕獲されている鳥獣種などは、原則として救護対象外としている。
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２ 鳥獣保護センター整備の目的 

近年、動物と人及びそれを取り巻く環境（生態系）は相互につながっていることか

ら、動物と人の健康は一つと捉え、これが地球環境の保全に、また、安全、安心な社

会の実現につながるとする考え方から、「One World-One Health※2」の理念が提唱さ

れています。 
このような中、国の指針においては、傷病鳥獣救護について生物多様性の保全への

貢献に重点を置いて対応を検討することとされ、鳥獣保護センターについては、科学

的、計画的な鳥獣保護及び管理の総合的な拠点として位置づけ、既存施設の強化又は

新たな施設整備等に努めることとされました。 
しかし、現状の施設には、次のような課題があります。 
 
・ 一部施設や検査機器の老朽化 

施設は部分的な修繕や改修は行っているものの、一部施設は昭和 40 年にキジ 
養殖場として設置された当時の施設を継続して使用しており、安全面の問題があ

るほか、診療を行う管理棟は、平成 13年に改築し、Ｘ線装置等を整備しましたが、
これらの検査機器類も近い将来、更新が必要となる見込みです。 

   ・ 感染症対策が困難な施設設備 

野生鳥獣を受け入れるにあたって、高病原性鳥インフルエンザ等の感染症対策

が不可欠ですが、隔離施設がないことや、飼養施設に給排水設備が設けられてい

ないことなど、十分な対策をとることが難しい状況です。 
   ・ 来場者受け入れ体制の不備 

十分な広さの研修室や、公共交通機関が少ない場所に立地しているにも関わら

ず来場者用駐車場が整備されていないこと等により、県民学習や広報の場として

の機能が十分に発揮されていません。 
 ・ 獣医師の安定的な確保が困難 

センターで治療や普及啓発活動等を中心となって行う獣医師については、これ

までも安定的な確保が困難な状況があり、今後、獣医師が雇用できなかった場合

は施設の運営上も問題であるほか、中長期的にみても、治療やリハビリ技術の継

承、計画的な普及啓発活動の実施や救護データの活用等を図る上で大きな支障と

なっています。 
 

以上のことから、平成 30年６月に取りまとめた「岩手県鳥獣保護センターのあり方
について」を基に、現状課題の解決と、今後センターが目指す生物多様性の保全に貢

献する野生鳥獣の保護管理施設として、また、自然豊かな本県において、野生鳥獣と

共生していく社会の実現のための拠点施設としての機能強化が図られ、その機能を維

持していくことができるよう、運営体制の見直しを含めて施設の整備をしようとする
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ものです。 
 
※２ 「One World-One Health」とは、動物とヒト及びそれを取り巻く環境（生態系）は、相互につ

ながっていると包括的に捉え、獣医療をはじめ関係する学術分野が「ひとつの健康」の概念を共有

して課題解決に当たるべきとの考え。2004年に野生生物保全協会（WSC）が提唱した。また、国際

獣疫事務局（OIE）は、2009年に「より安全な世界のための獣医学教育の新展開」に関する勧告に

おいて、動物の健康、人の健康は一つであり生態系の健全性の確保につながるとする新たな理念と

して「One World-One Health」を実行すべきである旨を提唱している［2］。 

 
 

３ 鳥獣保護センターの目指すべき姿 
  （１） 生物多様性の保全に貢献する野生鳥獣保護管理施設 

・ 適切な傷病鳥獣救護を行い、野生復帰までを行うことで、希少種の保全や、種々

の自然環境の調査研究等へ貢献します。 
・ 環境教育や普及啓発活動を通じて県民が身近な野生鳥獣に興味・関心を持ち、

自然環境を保全する心を育みます。 
 
  （２） 誰でも利用できる開かれた施設 

   ・ 広く県民が相談、学習等に利用できる開かれた施設にします。 
 
  （３） 多様な主体やボランティアと協働する施設 

・ 関係団体はもとより、他の動物関連施設と緊密に連携し体制の強化を図るとと

もに、ボランティアと協力して、野生鳥獣の救護や普及啓発に取り組みます。
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第３ 鳥獣保護センターが担うべき機能 

  人と動物と自然環境が相互につながっているという考え方に基づき、「One World-One 
Health 」の理念の下で傷病鳥獣の救護にとどまらず、国が指針において示す科学的、計

画的な鳥獣の保護及び管理の総合的な拠点としてのセンターを目指し、生物多様性の保

全に貢献する施設として、次の機能を担います。 
 
 １ 傷病鳥獣の救護 

（１） 収容・治療 
県民から傷病鳥獣の通報があった場合には、広域振興局と連携し、鳥獣保護セン

ターへ収容し、治療を行います。また、県内の指定獣医師の応急治療を受けた個体

で、引き続き治療や療養が必要な個体についても受入れを行います。 
（２） 機能訓練・野生復帰 
野生復帰のための機能訓練を含めたリハビリテーションを行うほか、中長期的な

視点での技術の向上や、ノウハウの蓄積を図ります。 
（３） 終生飼養 
センターは、県内で野生鳥獣の終生飼養を行うことができる唯一の施設でもある

ことから、放野できない個体については、動物福祉※３に配慮しながら、一定数を終

生飼養するとともに、別に作成するガイドラインに基づき、保護する目的や意義を

踏まえて、繁殖、研究、展示または環境教育のために積極的に活用していきます。 
（４） 関係機関、ボランティアとの連携 
野生鳥獣は愛護動物とは異なる救護技術が要求されることから、センターと応急

治療を行う指定獣医師等の関係機関において、相互の情報交換が可能なネットワー

クを構築しながら、連携して対応していきます。 
また、ボランティアについては、活発に活動できるように、参加しやすい仕組み

づくりを行います。 
 
※３ 動物福祉の基本としては、国際的に認知されている次のような「５つの自由」がある。①飢えと渇

きからの自由、②不快環境からの自由、③痛み、怪我、病気からの自由、④正常行動を発現する自由、

⑤恐怖、苦悩からの自由。フリーレンジの野生動物においても飼育下に置かれる場合は、この「５つ

の自由」が担保されなければならない［3］。 
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 ２ 野生鳥獣保護管理に関する環境教育・普及啓発 

他の動物関連施設、NPOやボランティア等と連携しながら、本県の野生鳥獣の生息
状況や保護管理対策の現状、野生鳥獣との正しい関わり方を中心とした環境教育の場

として、見学者や学生等の受入れ等を計画的に行います。 
また、生物多様性保全の重要性について、野生動物に関するイベントの開催やイン

ターネット等を活用して県民へ広く普及啓発を図るとともに、センターの収容動物の

状況などの情報発信を積極的に行い、野生鳥獣について知る楽しさをきっかけとして、

県民が身近な自然環境に興味・関心を持てるような取組を行います。 
 
≪実施事業例≫ 
 ・小学生から中学生を対象とした「いのち」の教育（見学等の受入及び出前授業） 
 ・野生動物に関するイベントの開催 
 ・定期的な鳥獣保護センター通信の発行 

 
 
 ３ 調査研究や野生鳥獣保護管理対策への協力等 

救護データの収集や分析等を行い、野生鳥獣保護管理のための対策や大学等が行う

調査研究、環境モニタリングの実施への協力等について、ニーズを把握しながら検討

していきます。 
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第４ 鳥獣保護センター整備運営の方向性 

 １ 運営方法 

（１） 他の動物関連施設との連携 

    新たなセンターが県民に環境学習等で積極的に活用され、岩手の自然環境を保全

する意識を育てる普及啓発の場として効果的に機能するために動物愛護センターや

動物園等の他の動物関連施設と緊密な連携を図っていきます。 
 

（２） 民間活力の導入 
公共施設として、効率的に運営することとし、公民連携事業や業務委託など民間

活力の導入を検討します。 
 

（３） 関係団体との連携 

（一社）岩手県獣医師会への応急治療業務の委託や、野生復帰のためのリハビリ

テーション及び救護技術研修等における関係団体の協力等、引き続き連携して実施

していきます。 
 

（４） ボランティアとの協働 
環境教育等を通じて、県民のセンターの活動への理解を深め、県民がボランティ

アとして参加し、活動できる体制づくりを行っていきます。 
 

２ 整備の方法 

現在、県では盛岡市との共同設置による岩手県動物愛護センター（仮称）（以下「動

物愛護センター」という。）の整備を検討しています。 
同じく動物を扱う県の施設である鳥獣保護センターが一体的に整備された場合、愛

護動物と野生動物の相談窓口が一本化することで、県民の利便性の向上に繋がるほか、

動物の診療や普及啓発等の共通した業務を持つ施設を集約化することで、人員体制の

強化や普及啓発活動の広がりが見込まれます。 
また、感染症対策や老朽化対策のための整備を行う上でも、施設設備の共有化を図

ることにより、整備費の低減が見込まれ、運営に係る人件費等や施設の維持管理費の

縮減も見込まれます。 
これらのことから、センター整備にあたっては、動物愛護センターとの一体的な整

備に向けた検討を進めることとします。 
また、センターは野生鳥獣を扱うことから、整備に当たっては高病原性鳥インフル

エンザなどの感染症対策について、十分な配慮を行います。 
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３ 施設規模と付帯設備 

（１） 施設整備のコンセプト 

   ア 傷病鳥獣の収容・治療・野生復帰訓練を行う施設 

診断治療に必要な施設設備を設けるとともに、野生復帰訓練施設を設け、傷病

鳥獣の放野により生物多様性の保全に貢献します。 
イ 生物多様性保全の重要性について学ぶ施設 

野生動物との関わり方や保護管理対策の普及啓発に努め、野生動物のいのちに

ついての学習を通じて生物多様性の保全の大切さを学べる施設とします。 
 ウ 感染症及び動物福祉に配慮した施設 

収容動物が野生動物であることに配慮した構造、配置とし、隔離施設等を整備

した上で、洗浄消毒が容易に行うことができるなど、施設内での感染症の蔓延等

が発生しないような施設とします。 
   エ 利用しやすい施設 

「環境学習・交流ゾーン」、「鳥獣保護・収容ゾーン」、「事務管理ゾーン」の３

つの区域を整備し、来場者の動線を明確にします。 
   オ 県民・市民が親しみやすい施設 

本県の気候条件や風土に適した構造・材質等を用いて、来場者にとって快適で

親しみやすい空間とするとともに、周辺環境と調和した施設とします。 
カ 環境に配慮した施設 

省エネルギー対策を施し、環境負荷の低減を図ります。また、施設内の動物の

臭気、排水、景観等により周辺環境に影響しない施設とし、施設の長寿命化及び

低コスト化を図ります。 
 

（２） 配置施設の想定 
    配置する施設として、次の３施設を想定しています。 

なお、施設設備については感染症対策に配慮しながら、動物愛護センターとの

共有を検討していきます。 

 

施設の区分 摘  要 
建物 事務所、普及啓発、診療・治療の建築物（平屋） 
鳥獣収容施設 隔離施設、リハビリ施設、終生飼養施設 
駐車・駐輪場 来場者用（大型バス、普通車、自転車、バイク）及び職員用
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（３） 必要な諸室の想定（区域ごと） 

  ※ 「現状との比較」欄の「◎」は、現有施設にない部分、「〇」は機能等の追加・

充実を図る部分を表す。 

 

「環境学習・交流ゾーン」 

施設名 用  途 

機能 
動
物
愛
護
セ
ン

タ
ー
共
有
部
分 

現
状
と
の
比
較 

傷
病
救
護 

普
及
啓
発 

調
査
研
究
等 

展示学習 
コーナー 

パネル展示、絵本、書籍、教材の展示  〇  〇 ◎ 

多目的 
ルーム 

環境学習、研修、会議、ボランティアの交
流等（手洗設備付） 

 〇  〇 〇 

倉庫 机、イス等物品収納  〇  〇  

 

 

「鳥獣保護・収容ゾーン」 （診療施設） 

 
  

施設名 用  途 

機能 動
物
愛
護
セ
ン
タ

ー
共
有
部
分 

現
状
と
の
比
較 

傷
病
救
護 

普
及
啓
発 

調
査
研
究
等 

検査・治療室 
診療、治療、手術、採材、検査（手術台、 
レントゲン室、検査室、薬品庫） 

〇 
 

 
〇   

シャワー室 手術者等の衛生管理・感染管理 〇  〇 〇 ◎ 

洗濯室 洗濯 〇  〇 〇  

車庫・搬入所 収容動物の搬入、車庫 〇  〇  ◎ 
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「鳥獣保護・収容ゾーン」 （収容施設・別棟） 

収容頭数については更に検討を進めます。 

 

「事務管理ゾーン」 

施設名 用  途 

機能 動
物
愛
護
セ
ン

タ
ー
共
有
部
分 

現
状
と
の
比
較 

傷
病
救
護 

普
及
啓
発 

調
査
研
究
等 

事務室・ 
来場者窓口 

職員執務室、窓口カウンター 〇 〇 〇 〇  

給湯室 ミニキッチン 〇 〇 〇 〇  

更衣室 職員用（男女別）、ボランティア用 〇 〇 〇 〇  

相談室 鳥獣に関する相談、指導（個人情報保護） 〇 〇 〇 〇 ◎ 

書庫 書籍、啓発物品等の保管 〇 〇 〇 〇  

 

  

施設名 用  途 

機能 動
物
愛
護
セ
ン
タ

ー
共
有
部
分 

現
状
と
の
比
較 

傷
病
救
護 

普
及
啓
発 

調
査
研
究
等 

隔離舎 収容直後の隔離（収容能力最大５頭羽） 〇    ◎ 

飼養獣類舎 獣類の収容（収容能力３頭） 〇     

飼養鳥類舎 
鳥類の収容（収容能力15羽） 
大型鳥類の収容（収容能力５羽） 

〇 
 

 

 

 

 

 
 

放飼舎・訓練舎 鳥類の飛翔訓練を兼ねた収容（４羽） 〇     

リハビリ用 
鳥類ケージ 

大型のバードケージ 〇  〇   

水鳥用のプール 水鳥用プール 〇    ◎ 

物品庫 収容動物等の飼料、器具等の保管 〇  〇 〇  

解剖室 死亡要因等調査のための解剖   〇  ◎ 
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「その他の付帯設備」 

施設名 用  途 

機能 動
物
愛
護
セ
ン

タ
ー
共
有
部
分 

現
状
と
の
比
較 

傷
病
救
護 

普
及
啓
発 

調
査
研
究
等 

ホール・廊下等 共有スペース 〇 〇 〇 〇  

トイレ 来館者、職員用、多目的 〇 〇 〇 〇 〇 

 

 

４ 整備時期 

   動物愛護センターの整備計画に合わせ、2021年頃を目途に整備することを目指し

ます。 

 

 

 

第５ おわりに 

  今後、この基本構想を基に、生物多様性の保全に貢献し、豊かな自然環境に恵まれた

本県において、野生鳥獣と人が共生する社会の実現に寄与するセンターの整備について、

さらに具体の検討をしていきます。 
 
 
 
 
 
 
 

【引用図書等】 
［1］ 日本獣医師会：保全医学の観点を踏まえた野生動物対策の在り方（概要版） 
［2］ 日本獣医師会ウェブサイト（オンライン）：日本獣医師会・獣医師会活動指針

（http://nichiju.lin.gr.jp/about/guide.html） 
［3］ 日本獣医師会：保全医学の観点を踏まえた野生動物対策の在り方 

 
 


